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可決したもの 
令和４年２月９日 

ウクライナを巡る憂慮すべき状況の改善を求める決議 

 

ウクライナは、ＥＵとロシアの間に位置することから、地政学上、地域の安定を実現する上で重要

な役割を担っている。我が国は、ウクライナの主権と領土の一体性を一貫して支持している。そして、

同国の民主化・自由化を推進し、地域の平和と安定に寄与するために、Ｇ７をはじめとする国際社会

と協調しつつ、同国に対する支援を行ってきている。 

そのような中で、昨年後半以降、ウクライナ国境付近の情勢は国外勢力の動向によって不安定化し

ており、緊迫した状況が継続している。 

本院は、こうした状況を深く憂慮し、自国と地域の平和と安定を望むウクライナ国民と常に共にあ

ることを表明する。いかなる国であろうとも、力による現状変更は断じて容認できない。そのため、

関係する国々に対し、外交努力を通じ、地域の安定が早期に回復するよう求める。 

政府においては、本院の意を体し、国際社会とも連携し、あらゆる外交資源を駆使して、ウクライ

ナの緊張状態の緩和と速やかな平和の実現に全力を尽くすことを強く要請する。 

右決議する。 

 

令和４年３月２日 

ロシアによるウクライナ侵略を非難する決議 

 

ウクライナをめぐる情勢については、昨年末以来、国境付近におけるロシア軍増強が続く中、我が

国を含む国際社会が、緊張の緩和と事態の打開に向けて、懸命な外交努力を重ねてきた。 

しかし、２月21日、プーチン・ロシア大統領は、ウクライナの一部である、自称「ドネツク人民共

和国」及び「ルハンスク人民共和国」の「独立」を承認する大統領令に署名し、同22日、ロシアは、

両「共和国」との間での「友好協力相互支援協定」を批准した。そして、同24日、ロシアは、ウクラ

イナへの侵攻、侵略を開始した。 

このようなロシアの行動は、明らかにウクライナの主権及び領土の一体性を侵害し、ウクライナ国

民が有する戦争による恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を侵害するものであり、武力

の行使を禁ずる国際法の明確な違反であり、武力による威嚇及び武力の行使を禁ずる国連憲章の重大

な違反である。 

力による一方的な現状変更は断じて認められない。この事態は、欧州にとどまらず、日本が位置す

るアジアを含む国際社会の秩序の根幹を揺るがしかねない極めて深刻な事態である。 

本院は、ロシア軍による侵略を最も強い言葉で非難する。そして、ロシアに対し、即時に攻撃を停

止し、部隊をロシア国内に撤収するよう強く求める。また、プーチン大統領が核使用を前提とするか

のような発言をしているのは言語道断であり、唯一の被爆国として非難する。 

本院は、改めてウクライナ及びウクライナ国民と共にあることを表明する。 

政府においては、本院の意を体し、ウクライナに在住する邦人の安全確保に全力を尽くすとともに、

国際社会とも連携し、速やかな平和の実現のため、ロシアに対する制裁、ウクライナに対する人道支

援を含め、事態に迅速かつ厳格な対応を行うことを強く要請する。 

右決議する。 

 


